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目標 　行政本来の役割を明確化し、新たな行政課題への対応を図る。

効果 　効率的な事務の遂行。経費の削減。市民満足度の向上。

目標 　５年以内に統廃合、民間移譲、一部民間委託等へ移行する。

効果 　職員の適正化。人件費の削減。市民サ－ビスの維持向上。

・幼稚園 △

　（大浦幼稚園） ・H19年度～休園　H21年度閉園 【H19】 　2,627 ◎

　（坊泊幼稚園） ・H21年度～坊泊保育所に統合 【H21】　   757 ◎

・市立保育所 ○

　（赤生木保育園） ・H23年度～民間へ移管（かささ虹色保育園として開園） － ◎

　（野間池保育園） ・H22年度～休園　H23年度閉園 【H22】   5,890 ◎

　（久志保育所） ・H17年度～休園　H20年度閉園 － ◎

　（清原保育所） ・H22年度～休園　H22年10月～閉園 【H22】   6,844 ◎

　（阿多保育所） ・H23年度～民間へ移管（阿多保育園として開園） － ◎

・学校給食センタ－ －

－

　（笠沙学校給食ｾﾝﾀｰ） －

　（大浦学校給食ｾﾝﾀｰ） －

　（坊津学校給食ｾﾝﾀｰ） －

　（金峰学校給食ｾﾝﾀｰ） 　合併以前から調理・配送業務委託 －

　（加世田学校給食ｾﾝﾀｰ）

　（坊泊保育所）

・特別養護老人ホ－ム
「和楽苑」の民営化の推進

・市立養護老人ホ－ム
「敬老園」の民営化の推進

　（加世田幼稚園）

現状
課題

行財政改革を推進するため、全ての事務事業について見直しを行い、事業の整
理統合や民間委託の推進を図るとともに効率的な業務を推進する必要がある。

時代の要請や市民ニ－ズを見極めながら、事務事業全般にわたり見直しを行
い、民間委託等を推進するとともに、事業の廃止や類似事業の整理統合に努め、
効率的な市政を推進する。

実施
内容

現状
課題

幼稚園３、保育所６、学校給食センタ－５、養護老人ホ－ム敬老園及び特別養
護老人ホ－ム和楽苑等の施設があり、統廃合・民営化を含めた検討が必要であ
る。

実施
内容

財政効果額
（単位：千円）

取組実績

集  中  改  革  プ  ラ  ン

内　　　容区分
ラ
ン
ク

改革プログラム名小中大

2

1

Ⅰ
参
画
・
協
働
に
よ
る
経
営
体
制
の
確
立

１
行
政
と
し
て
担
う
べ
き
役
割
の
重
点
化

①
民
間
委
託
・
民
営
化
の
推
進

事務事業の見直し A

適応施設の民営化の
推進

A

【H19～】・民営化に向けた調査・研究
【H21】・坊津病院と一体となって取組むこと決定
【H22】・福祉医療施設再編等検討会議を開催

－

－・H21年度～坊泊幼稚園を統合 　認定子ども園として開所

△

◎

－

所管課

子ども応援室

教育総務課
学校教育課

○ 秘書広報課

秘書広報課

教育総務課

加世田学校給食
ｾﾝﾀｰ

△

和楽苑

福祉課

集中改革プランの取組実績

　費用対効果を検証し、民間委託を推進することにより行政のスリム化を図る。
また、幼稚園、保育園、給食センタ－及び老人福祉施設等について、民営化を

検討し推進する。

【H19】・学校給食センタ－広域可運営協議会の開催
【H20】・枕崎市と共同設置を進めたが不調に終わり、市単独で建設すること
         を決定
【H21】・新センタ－建設は合併特例債適用期限のH28.3までとする。
  　　　 また、新センタ－建設までは、加世田・大浦・金峰の３センタ－で
         の運営を検討することを決定
【H22】・学校給食プロジェクトチームを新設し再編推進に向けて会議を４回
         開催
       ・H23.4～ 坊津学校給食センターを加世田学校給食センターに再編
　　　 ・H23.9～ 笠沙学校給食センターを大浦学校給食センターに再編
　　　　することを決定

【H18～】・各施設の民営化について、庁内検討、関係団体等の協議を行い
           推進した。

【H18～】・本庁・支所の組織改編に合わせて業務の見直しを行った。
　　　　 ・行政評価を実施し、事務事業の見直し及び意識改革を行った。
【H20】・各課業務マニュアルを作成
       ・尼崎市の業務改善運動についての職員研修を開催し意識改革を推進
         した。
【H21】・業務改善運動先進地事例を全庁に紹介、また各課で取組んだ事例を
         集約し全庁に紹介した。
【H22】・115のイベントを担当課・作業部会・行革本部会議で検証、内21の
         イベント等について、外部のあり方検討委員会で検証を実施した。

・H22年4月～「はまゆう」へ移管
・H23年2月～「新はまゆう」へ移転

・幼稚園PTA等との検討協議等
【H22】・計画達成に向けて、保護者会との話し合いを３回開催。
        ・Ｈ23年度から満３歳児の募集停止を決定

平成18～22年度の取組実績

－

－

－

△

前期の
達成度

△

△

 前期プランの内容・年度別計画に対して 
 ◎：達成  ○：概ね達成 △：一部達成×：未達成  □：計画変更 
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財政効果額
（単位：千円）

取組実績

集  中  改  革  プ  ラ  ン

内　　　容区分
ラ
ン
ク

改革プログラム名小中大
所管課

集中改革プランの取組実績

平成18～22年度の取組実績

前期の
達成度

 前期プランの内容・年度別計画に対して 
 ◎：達成  ○：概ね達成 △：一部達成×：未達成  □：計画変更 

目標 　平成２２年度までに未導入施設の指定管理者導入を図る。

効果 　コストの削減。効率的な行政経営。市民サ－ビスの向上。

目標 　民間活力の積極的導入。平成19年度までにPFI手法活用基準の作成。

効果 　経費削減・サ－ビス水準の向上。

目標 　一般会計からの繰り出し削減(独立採算の原則)。

効果 　経営の健全化・効率化。透明性の高い企業経営。

・組織機構の見直し
　　（病院）

・地方公営企業の
経営健全化（上水）

△

【H19～】（民間委託）診療報酬請求事務、清掃作業事務、調理業務
         （民営化）独立行政法人化等の先進事例の調査
【H21】・和楽苑と一体となって取組むこと決定
【H22】・福祉医療施設再編等検討会議発足

【H19】   　443
【H20】  　 828
【H21】　－

【H19】  (9,604)
【H20】  (3,235)
【H21】  (7,102)

【H19】   8,806
【H20】   8,113
【H21】  11,464
【H22】   5,087

Ⅰ
参
画
・
協
働
に
よ
る
経
営
体
制
の
確
立

１
行
政
と
し
て
担
う
べ
き
役
割
の
重
点
化

④
地
方
公
営
企
業
の
経
営
健
全
化

・民間委託・民営化の
 推進（病院）

②
指
定
管
理
者
制
度
の
活
用

③
Ｐ
Ｆ
Ｉ
手
法
の
活
用

ＰＦＩ手法の活用

3

地方公営企業の
経営健全化

・地方公営企業の
経営健全化（簡水）

実施
内容

事務事業の見直しなどにより経営の効率化を推進するとともに、独立採算の原
則に基づきながら料金設定を行い、公営企業会計の健全化を図る。

実施
内容

公共用施設等の整備に際しては、民間の資金等を活用するＰＦＩ手法について
検討し、可能な施設の建設・運営について導入を図る。

現状
課題

本市における地方公営企業としては、水道事業及び病院事業が該当する。市か
らの繰り入れ金の見直しや、経営の健全化を図る必要がある

全ての公の施設の管理のあり方を検証し、指定管理者制度の導入が可能な施設
については積極的な導入を推進する。

○－

現状
課題

　平成18年9月から73施設について指定管理者制度の導入が図られている。
今後も未導入の施設については、効率的・効果的な施設管理のために制度導入

を検討し、出来るものから順次導入していく必要がある。

実施
内容

4

A5

－B

現状
課題

本市では現在まで活用の事例はない。今後、公共施設等の整備にあたり、行政
サ－ビスの向上と効率的な行財政運営の実現を図るため、民間の持つ資金や創意
工夫を活かすＰＦＩ手法等、民間活力を活用した様－な事業手法の検討が求めら
れている。

□

坊津病院

水道課

△

□

【H19～】・加世田地区水道施設点検を業者委託から個人委託に切り替え経費
           節減を図った。
【H20】・水道ビジョン及び資産評価作成業務の業者委託を実施
【H21】・財政計画、料金試算の資料作成のためのデ－タ収集
【H22】料金統一に向け
　　　 ・料金試算策定用データの収集作業・財政計画の作成
　　　 ・公営企業経営健全化計画の策定
   ≪一般会計からの繰入額≫
   H18：44,951千円  H19：45,350千円  H20：46,264千円
   H21：45,149千円  H22： 4,629千円

【H19】・簡水事業は将来は、企業会計に移行することから資産評価等関係
         予算をH20企業会計予算に計上することとした。
   ≪一般会計からの繰入額≫
 　H18： 89,807千円　H19：114,160千円　H20：106,790千円
　 H21：191,129千円　（内88,582千円は次年度へ繰越名許）
   H22： 97,804千円

【H19～】・職員減に併せ嘱託職員の雇用
【H20～】・医事業務係と庶務会計係を統合し、管理係に改編
         ・診療所（笠沙・野間池）の事務を病院管轄に置いた。
【H21～】・総看護師長を廃止し、師長3名とした。（4名から3名）
         （合併時職員数：28人⇒H21.4.1：22人　6人削減）
  （※削減数及び効果額は、定員適正化計画に基づく削減の内書き）

【H19】・基本理念の制定　・病院経営計画書案策定
　　　 ・療養病棟4床を一般病棟へ転換、個別検診の実施等
【H20～】・病院経営計画書策定（H21.2）
         ・公立病院改革プラン策定（H21.2）と実施
【H22】・H21実績に係る点検・評価
   ≪一般会計からの繰入額≫
 　H18：68,935千円  H19：11,328千円  H20：28,643千円
   H21：50,730千円　H22：53,699千円

【H19～】調査・研究
【H21】・現状では、市が行う場合の借入よりも民間の資金調達コストが高い
         こと等から、総合的にﾃﾞﾒﾘｯﾄが大きいと判断して当面は、現行の手
         法によることとした。

秘書広報課

秘書広報課

指定管理者制度の活用 B

・病院経営計画

・施設の指定管理者制度導入を推進した。

【H18～H20】・77施設について導入
【H21～】・57施設更新、１施設新規導入
         ・H22から青果市場を更新しないこととした。
【H22】・青果市場の指定管理者契約を更新せず、4月1日現在で57施設導入
       ・坊津観光拠点施設の新規導入（Ｈ23.4.1）を決定

△

○

－

【H19】 　4,739
【H20】　－
【H21】　－
【H22】
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財政効果額
（単位：千円）

取組実績

集  中  改  革  プ  ラ  ン

内　　　容区分
ラ
ン
ク

改革プログラム名小中大
所管課

集中改革プランの取組実績

平成18～22年度の取組実績

前期の
達成度

 前期プランの内容・年度別計画に対して 
 ◎：達成  ○：概ね達成 △：一部達成×：未達成  □：計画変更 

効果 　透明性の確保。市の関わりの縮小。

目標 　長期保有資産の早期解消。有利子負債の圧縮。

効果 　土地開発公社の経営健全化。経費削減。

現状
課題

土地開発公社は、計画的な公共用地の先行取得に大きな役割を果たしてきてい
る。しかし、厳しい財政状況から、当該公社の取得した用地を直ちに、本市が買
い取ることが困難な状況にある。今後、保有土地の縮減を図るなどの経営健全化
に向けた取り組みを行う必要がある。

実施
内容

土地開発公社については、業務運営の適正化を図るとともに経営の健全化に努
める。

【H19～】・経営改善検討会、経営改善会議の開催
【H20.4～】・派遣職員の廃止
【H21.4.19】・南さつま市農業公社へ名称変更
【H22】・検討委員会・総会等で農地利用集積円滑化事業の取組について協議
        ○規定の承認  平成22年9月16日

－

－ △

⑤
第
三
セ
ク
タ
ー

の
見
直
し

第三セクタ－の見直し
　　農業公社

第三セクタ－の見直し
　㈱杜氏の里笠沙

【H19～】・経営改善検討会、経営改善会議の開催
【H20】・経営改善計画書作成
【H22】・経営改善検討会（月１回）
　　　 ・H23に笠沙恵比寿あり方検討委員会を設置し、検証することを決定

－ △

【H19～】・経営改善検討会、経営改善会議の開催
【H20】・経営改善計画書作成
       ・販売戦略アドバイザ－事業実施
【H22】・経営改善会議（取締役会）5回

－ △

第三セクタ－の見直し
　㈱笠沙恵比寿

目標 　経営状況等の市民への情報提供及び経営の健全化の推進のための指導強化

第三セクタ－の見直し
　㈱いなほ館

△

実施
内容

笠沙恵比寿、杜氏の里、いなほ館及び農業公社については、事業内容、経営状
況及び公的支援等について、市民にわかりやすく情報提供するとともに、業務運
営の適正化を図り経営の健全化に努めるため、出資者として経営の簡素効率化な
どの指導の強化に努める。

現状
課題

本市の第三セクタ－は、笠沙恵比寿、杜氏の里、いなほ館及び農業公社が該当
する。本市からの繰り入れ金の見直しや、経営の健全化を図るとともに市の関わ
りの縮小に努める必要がある。

【H19】　－
【H20】  46,657
【H21】  64,763
【H22】  62,363

A

○

商工政策課

農林水産課

【H19～】・経営改善検討会、経営改善会議の開催
【H20】・経営改善計画書作成
【H21】・あり方検討委員会設置に向けて検討
【H22】・経営改善検討会（月1回）
　　   ・いなほ館あり方検討委員会6回
       ・いなほ館運営検討プロジェクト会議4回

【H19】・土地造成事業に係る住宅団地等販売
　　　　　公営住宅用地　 1791.91㎡
　　　　　住宅用地　　　　312.08㎡
【H20】・分譲地販売　3地区　2828.11㎡
【H21】・分譲地販売（内山田ミニ団地1区画　 329.95㎡）
　　　　　　　　　 （久木野ミニ団地　　　1,045.69㎡）
　　　　　　　   　（天文潟地区1区画　   　300.99㎡）
       ・保有地資産処分 （2地区2筆　　 　1,305.58㎡）
【H22】・分譲地処分
         ハーモニー地区宅地分譲（14区画）
  　　　　　　売却　　 8区画 2,187.78㎡　45,430千円
　　　　　　　仮契約　 3区画
　　　　 万世ミニ団地　1区画   270.95㎡   4,620千円
     　・保有地処分
　   　　前田間　　             56.00㎡　 　568千円
　　　　 旧鹿児島交通線用地　1,950.00㎡　 8,785千円
　　　　 区画整理関連用地　    141.44㎡　 2,960千円

6 第三セクタ－の見直し

7
土地開発公社等の
経営健全化

A 財産管理室

Ⅰ
参
画
・
協
働
に
よ
る
経
営
体
制
の
確
立

１
行
政
と
し
て
担
う
べ
き
役
割
の
重
点
化

 
⑥
土
地
開
発
公
社
等
の
経
営
健
全
化
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財政効果額
（単位：千円）

取組実績

集  中  改  革  プ  ラ  ン

内　　　容区分
ラ
ン
ク

改革プログラム名小中大
所管課

集中改革プランの取組実績

平成18～22年度の取組実績

前期の
達成度

 前期プランの内容・年度別計画に対して 
 ◎：達成  ○：概ね達成 △：一部達成×：未達成  □：計画変更 

目標 　平成20年度からの（仮称）自治基本条例の施行。

効果 　住民自治の確立。市民の声の反映。

目標 　協働による、まちづくりの推進。

効果 　活力ある地域社会の実現。

目標 　世帯数の少ない小規模自治会等の自主的再編の促進。

効果 　自主的な自治活動の推進。自治会の活性化。

目標 　小規模班の統合再編。

効果 　消防団の活性化。防災活動等の充実。

目標 　条例に基づく適正な運用。

効果 　説明責任の向上と開かれた市政の推進。個人の権利・利益の保護。

目標 　地域審議会の設置及び開催。

効果 　地域の声を政策に反映。

実施
内容

振興計画や各種計画を策定する際に、市長の諮問に応じて旧市町単位で設置さ
れる地域審議会において審議し、答申するものとし、計画策定に反映する。

実施
内容

行政情報の提供にあたっては、適時性、迅速性、明確さによる情報の提供に努
めるとともに、個人に関する情報については、個人情報保護条例に基づき、その
保護に努める。

現状
課題

旧市町の区域ごとに合併特例法の規定による、地域審議会を平成28年3月末ま
で設置し、市民の声を反映する必要がある。

実施
内容

消防団の分団・班等の見直しを行い、統合再編を図るとともに、活性化を図
る。

現状
課題

情報公開条例及び個人情報保護条例は、南さつま市発足時に制定されている。
万全な個人情報保護のもと、情報公開の推進により市民に説明する責務を果た
し、市民参画による開かれた市政を推進する必要がある。

実施
内容

自治会の適正な運営及び効率的な援助等の面から、自治会の自主的な再編につ
いて、支援に努める。

現状
課題

本市の消防団は、5方面団、33分団、60班で構成されている。地域の状況によ
り小規模班や団員の高齢化等の課題もあるため、統合再編等による消防団の活性
化を図る必要がある。

市民の主体的・積極的な市政への参画を推進し、市民の自治活動の基盤である
自治会や公民館活動を中心に、コミュニティ活動を推進するとともに、ＮＰＯ法
人や地域づくり団体の育成と連携を図る必要がある。

実施
内容

既存の団体のネットワ－ク化を図るとともに、ＮＰＯ・ボランティア団体の拡
大・育成・支援を行うことで、行政と民間の連携を強化し、協働の関係構築がで
きる環境整備を図る。

現状
課題

平成18年9月現在269の自治会があり、規模も305世帯から5世帯の自治会と大小
様－である。自治会活動の活性化という面からも自主的な自治会の再編を促進す
る必要がある。

【毎年】・個人情報登録簿の改訂
        ・前年度の開示等の運用状況の公表
【H19】・個人情報登録簿の登録
       ・職員研修会の開催
       ・申請に対する審査基準の制定
【H22】・前年度の開示等の運用状況の公表(市報７月号に掲載）

【H19.3】・自治会再編促進方針のうち、基本的考え方について策定･公表
【H20～】・自治会再編促進委員会補助金制度を制定　1件交付
【H21】・市コミュニティ推進本部会議、コミュニティ推進検討委員会の設置
       ・相談窓口、再編アドバイザ－の設置
     　※自治会数　269　H18から再編した自治会は無
【H22】・平成22年6月、庁内に自治会再編検討委員会を設置した。
       ・８回の検討委員会を開催し、自治会再編に伴う制度の見直し案を作
         成した。

－

－

10

9

現状
課題

市民が各地域で自由に参加でき、身近に地域の課題を話し合い解決できるとこ
ろとして住民自治組織が必要である。各地域で住民自治が確立でき、地域の意見
を行政施策に反映させる仕組みづくりが必要となる。

実施
内容

各地域で住民自治が確立でき、それぞれの地域の意見を行政施策へ反映させる
ため、まちづくりの基本原則、市民や地域、団体行政等の役割分担と責務、情報
共有、連携・協力を定めた「(仮称)自治基本条例」による制度化を図る。

現状
課題

B

（仮称）自治基本条例の
制定

B

－

【H19】・6月：笠沙地区
       ・11月・2月：各地区ごとに開催
【H20】・6月：5地区の合同審議会を開催
       ・10月：各地区ごとに開催
       ・3月：5地区の合同審議会と地域審議会を同日に開催
【H21】・10月：各地区ごとに開催
       ・3月：5地区の合同審議会を開催
【H22】・7月と3月に各地区ごとに開催

企画課

△ 企画課

企画課

△

総務課

総務課

12
情報公開及び個人情報
保護制度の充実

13

11

地域審議会の開催

自治会の自主的再編

市民団体との連携

消防団の再編

企画課

A

B

①
情
報
公
開
及
び
個
人
情
報

保
護
制
度
の
充
実

１
行
政
と
し
て
担
う
べ
き
役
割
の
重
点
化

②
市
民
の
声
の
反
映

２
公
正
の
確
保
と
透
明
性
の
向
上

⑦
地
域
協
働
の
推
進

Ⅰ
参
画
・
協
働
に
よ
る
経
営
体
制
の
確
立

１
行
政
と
し
て
担
う
べ
き
役
割
の
重
点
化

8

Ⅰ
参
画
・
協
働
に
よ
る
経
営
体
制
の
確
立

⑦
地
域
協
働
の
推
進

－

－

－

B

B

【H19～】・先進地事例調査、条例制定可否の検討
         ・まちづくり計画、市総合振興計画との整合性を図りながら、条例
           制定の要否について、再検討を行う必要がある。
【H22】・市政運営にあたっては、市民目線・現場主義のもと、市民の積極的
　　　　な市政への参画を図り、多くの市民の意見を幅広く市政に反映するよ
　　　　う市総合振興計画に沿って、諸施策を実施中である。また、地方自治
　　　　法や諸条例等に則り市政運営を行うことから特別な条例の制定は行わ
　　　　ないこととした。

【H19～】・庁内検討員会を設置
【H20～】・方面団を方面隊に改称
         ・消防団再編基本方針案を提案し(7月)、各方面隊で協議中
【H22】・大浦方面隊の分団･班･の再編案が概ねまとまった。
       ・加世田方面隊内山田分団の班の統合案がまとまった。

【H19～】・地域おこしグル－プとの交流・情報交流
　       （南のふるさとづくり推進協議会、川辺ブロック会議）
         ・共生、協働推進かごしま自治体ネットワ－ク会議への参加
【H20～】・「地域元気づくり事業」（校区単位）
【H21～】・市民活動応援事業の実施（3事業）
【H22】・共生・協働推進鹿児島自治体ネットワーク会議の研修、視察等活用
         し、調査研究を行った。
         地域元気づくり事業やきらり輝け！市民活動応援事業を実施する中
         で、各団体との情報交換並びに交流が図られた。

○

○

◎

□
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財政効果額
（単位：千円）

取組実績

集  中  改  革  プ  ラ  ン

内　　　容区分
ラ
ン
ク

改革プログラム名小中大
所管課

集中改革プランの取組実績

平成18～22年度の取組実績

前期の
達成度

 前期プランの内容・年度別計画に対して 
 ◎：達成  ○：概ね達成 △：一部達成×：未達成  □：計画変更 

目標 　パブリックコメント制度の確立・活用。

目標 　市政説明会や市民ゆめト－ク等の開催。

効果 　市民の声を政策等に反映。協働の推進。

効果 　市民の声の反映。協働の推進。

目標 　見やすい・使いやすいホ－ムペ－ジ等の構築。

効果 　市民への情報提供の充実。

目標 　掲載内容の充実。わかりやすい情報の提供。

効果 　市民に対する説明責任の向上。市民参画の推進。

目標 　難視聴地域の解消。地上デジタル放送に対応した広報の検討。

効果 　均一なサ－ビスの提供。新たな広報媒体の活用。

Ⅰ
参
画
・
協
働
に
よ
る
経
営
体
制
の
確
立

実施
内容

実施
内容

現状
課題

目標

現状
課題

現状
課題

地上デジタルテレビ放送の特徴であるデ－タ放送やインタ－ネット接続機能な
どの活用により、各家庭にあるテレビを通じた広報について検討を進める。

ホ－ムペ－ジにおいて、行政情報や観光情報など広く情報発信に努めるととも
に、広く市民からの意見や情報を求めることにより、住民ニ－ズの把握に努める

市民の要望は複雑多岐にわたることから、円滑な市政の推進を図るためには、
施策をどのようにすすめているのか、常に情報を提供し、市民の理解と協働によ
るまちづくりを進めることが必要である。

実施
内容

開かれた市政を進めるため、主要施策を広く情報提供し、市政への関心を高め
る。また、市民に必要とされる市政情報を、わかりやすく伝えることのできる紙
面づくりに努める。

現状
課題

平成23年までには、全国すべての世帯で地上デジタルテレビ放送が視聴できる
ようになるため、新たな広報機能について検討する必要がある。

女性の能力と個性、固定的な役割分担の意識改革を図るため、懇話会の設置や
ゴウゴウきらめくト－クの実施など、あらゆる機会を通じて、広報・啓発に努め
ており、男女共同参画社会の推進を図る必要がある。

実施
内容

ゴウゴウきらめくト－クなどを開催し、女性の視点からまちづくりについての
意見交換を行い、新たな施策の推進を図るとともに、男性と女性が等しく個人の
持てる能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の推進を図る。

　懇話会設置。ゴウゴウきらめくト－ク開催。各種審議会への女性の登用。

情報提供の場として、誰もが利用しやすいホ－ムペ－ジを作成し、更なる情報
発信及び情報収集の活用を図る必要がある。

市民の市政への参画の機会を拡充。市民に対する説明責任。市民との協働によ
る公正でより民主的な市政の推進。

現状
課題

合併により住民の声が届きにくくなるといった懸念事項に対応するため、説明
会や懇談会を開催し、各種計画策定など政策形成の際に意見等を反映させる必要
がある。

実施
内容

市政説明会や市民ゆめト－クなどを開催し、市政に関する意見等を伺い、市民
の声を政策形成に反映させる。

現状
課題

地方分権一括法の施行により、市民の意向を反映した自主的かつ主体的な政策
の展開が求められているため、市民の行政への関心度を高めるとともに、意見を
政策に反映する必要がある。

【毎年】･毎月広報委員会を開催し、広報紙の表紙デザイン、企画や掲載内容
         を検討し、わかりやすい広報誌の充実に努めた。
【H22】・広報委員会での研修・協議
　       支所広報担当職員を交え、広報の記事の書き方や写真の撮り方につ
         いて研修を実施した。
       ・お知らせ版は、Ｈ23、5月号から月1回発行し全戸配布することとし
         た。

－

【H19.7～】・NHKデ－タ放送へのデ－タ提供
【H19.10～】・南さつま市管内のテレビ中継局の枕崎・串木野中継局について
              もデ－タ放送が見られるようになった。
【H20】・広報の方法等について指針を示した。
【H22】・NHK鹿児島Data放送への毎月、局が要望するデータ情報提供した。

－

－

－

【H18～】・市政説明会の開催（毎年1回）
【H19～】・市民夢ト－ク（H19：5回、H20：2回、H21：なし）
【H21】・H22から「輝けふるさと本音で語ろ会」として開催するととした。
【H22】・輝けふるさと本音で語ろ会：14団体と開催した。

－

○－

○

○

○

18
広報紙・お知らせ版の
充実

B

19
地上デジタル放送等の
活用による新たな広報
機能の検討

B

B

・先進地事例調査、実施要綱案の検討
【H22】・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ手続実施要綱を制定
       ・H23.2～　実施

17 ホ－ムペ－ジの充実 B

【毎年】・見やすいホ－ムペ－ジにするため、随時修正を行った。
【H20】・携帯サイトからアクセスができるよう変更を行った。
【H21】・国の事業を活用し更改を行った。
       ・動画等を取り入れ動きのあるホ－ムペ－ジにした。
【H22】・国の緊急経済対策事業を活用し、市ホームページの更改を行い、見
         る側に立ったHPの作成を行った。
       ・情報提供についても、随時行っている。

【H19】・男女共同参画推進懇話会の開催（4回）
       ・懇話会たよりの発行（3回）
       ・市民を対象とした講演会の開催
       ・川柳・1行詩の作品募集
       ・庁内推進会議、ワ－キンググル－プ会議の開催
       ・基本計画の策定検討
【H20】・男女共同参画推進懇話会の開催（4回）
       ・「南さつま市男女共同参画基本計画」の策定
       ・「ゴウゴウきらめくト－ク」の開催（3団体）
【H21】・男女共同参画推進懇話会の開催（5回）
       ・「南さつま市男女共同参画基本計画」の市報による広報
       ・市民を対象とした講演会の開催（各地区ごと計5回）
【H22】・情報紙「さんかく7号・８号」の発行
       ・男女共同参画研修会の開催
       ・男女共同参画推進懇話会の開催（5回）

実施
内容

基本的な政策等を作成する際、素案の段階で市民に公表し、提出された意見を
考慮して意思決定を行う制度を確立し、活用する。

効果

男女共同参画社会の
推進

16

15 説明会・懇談会等の開催 B

14
パブリックコメント制度の
活用

秘書広報課

B

企画課

秘書広報課

秘書広報課

企画課

企画課

２
公
正
の
確
保
と
透
明
性
の
向
上 ②

市
民
の
声
の
反
映

③
広
報
機
能
の
充
実

②
市
民
の
声
の
反
映

○

○
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財政効果額
（単位：千円）

取組実績

集  中  改  革  プ  ラ  ン

内　　　容区分
ラ
ン
ク

改革プログラム名小中大
所管課

集中改革プランの取組実績

平成18～22年度の取組実績

前期の
達成度

 前期プランの内容・年度別計画に対して 
 ◎：達成  ○：概ね達成 △：一部達成×：未達成  □：計画変更 

目標 　監査制度の充実。外部監査制度の導入検討。

効果 　適正で効率的な行政の確保。

目標 　議会だよりやホ－ムペ－ジによる情報公開の継続。

効果 　透明性の確保。市民の議会活動への関心と理解。

目標 　議員定数や議員報酬の検証。

効果 　透明性の確保。市民の議会活動への関心と理解。

目標 　簡素で効率的な組織・機構への再編。

効果 　効果的・効率的な事務事業の遂行。意思決定の迅速化。責任の明確化。

目標 　支所業務の本庁集約。支所の組織改編。

効果 　効率的な行政運営。意思決定の迅速化。

現状
課題

総合支所方式を採用しており、旧町役場を支所として活用している。本庁支所
間の連絡調整の時間短縮や職員定員適正化を図るため、住民サ－ビスの低下を招
くことなく業務の本庁集約を検討する必要がある。

実施
内容

本庁、支所の業務内容を整理しながら、市民サ－ビスの低下を招くことのない
よう、段階的な支所機能の見直しと本庁への集約を図り、より効率的な行政運営
に努める。

現状
課題

多様化・専門化する行政需要に迅速に対応するためには、従来の縦割による行
政を改め横の連携をさらに強化し、業務の効率化・意思決定の迅速化を図る必要
がある。また、合併による効果を反映させるとともに、事務事業の動向、行政需
要に即応した組織・機構の見直し・再編を行う必要がある。

実施
内容

常に変動する行政需要に対応できる組織づくりを基本としつつ、類似業務の一
元化、管理部門の統合、事務事業の見直しによる組織の統廃合を進め、簡素で効
率的な組織編制へ再編する。

実施
内容

全世帯配布の議会だよりの発行やホ－ムペ－ジによる議会情報の掲載など、さ
らなる市民に分かりやすい情報提供を推進する。

実施
内容

　議員定数や報酬について、自主的に不断の検証を行う。

実施
内容

従来の合規性、正確性に加え、専門性、独立性の強化を図り、監査機能に対す
る市民の信頼を高めるため、外部監査制度の導入を検討し、監査制度の充実を図
る。

現状
課題

地方分権の進展に伴い、市民に対する説明責任の重要さが求められていること
から市民に分かりやすく開かれた議会運営に努める必要がある。

現状
課題

適正で効率的な行政運営を確保するとともに、市民の負託に応えるため、監査
機能の充実を図る必要がある。

○

○

○

◎

【H19】・議員定数等調査特別委員会を設置し、調査・研究を行った。
【H20】・議員定数等調査特別委員会の検討結果に基づき、定数26人
       （定数特例による27人）を22人とする定数条例の改正を行った。
【H21】・任期満了による選挙に伴い議員数を22名とした。
【H22】・議会運営委員会において、先進地の調査を実施した。

【H21】 　6,680

【H19】・先進地事例の調査
       ・財務会計システムを活用したチェック体制の充実
       ・外部監査については、多額な経費を要することから見送ることとし
         た。
【H20】・地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化比率の審
         査を実施した。
【H21】・財政援助団体への監査を実施した。（2団体）
【H22】・年間監査計画に基づく監査実施
       ・監査制度の改正に向けた調査研究

【毎年】・議会だよりについては、編集委員会で企画や掲載内容の充実に努め
          た。（年4回発行）
        ・ホ－ムペ－ジについても、議会予定や会議結果、市議会だよりなど
          更新・充実に努めた。
【H22】・議会中継システムの導入
       （9月定例会より稼動開始、本会議のみ各庁舎ロビーのテレビで中継、
         部・課長用のパソコンで閲覧）
       ・音声反訳機の導入(平成23年度から業者への反訳委託を行わない）
       ・議会だよりの発行（年4回）
       ・ホームページで議会日程等の情報提供

－

【毎年】・職員適正化計画に合わせた組織機構を見直し、支所業務の本庁集約
          を進めた。
【H21～】・グループを導入し、窓口対応の充実を図った。
【H22.1】・副市長2人体制を1人体制とした。

　　　　　　　　　 合併時　 H23.4.1   増減
　部　等　　部　　　　8　　　　6　　（△ 2）
　　　　　　監　　　　0　　　　1　　（　 1）
　支所等　　支所　　　4　　　　4　　（　 0）
　　　　　　出張所　　1　　　　1　　（　 0）
　　　　　　教育支所　4　　　　0　　（△ 4）
　課　等　　課　　　 54　　 　40　　（△14）
　　　　　　室　　　　0　　　　3　　（　 3）
　係　等　　係　　　154　　 　82　　（△72）
　　　　　　分室　　　9　　　　1　　（△ 8）

－

－ ○

A

22 議員定数等の検証 -

23 組織・機構の見直し A

20 監査機能の充実 B

21 議会情報の公開の推進 -

本庁・支所の組織・機能改編

議会事務局

秘書広報課
総務課

監査事務局

議会事務局

Ⅰ
　
参
画
・
協
働
に
よ
る
経
営
体
制
の
確
立

２
公
正
の
確
保
と
透
明
性

の
向
上

１
行
政
ニ
ー

ズ
へ
の
迅
速
か
つ
的
確
な
対
応
を
可
能
と
す
る
組
織

①
社
会
変
化
に
即
応
し
た
組
織
・
機
構
の
充
実

Ⅱ
社
会
情
勢
に
適
応
し
た
組
織
づ
く
り

24

④
監
査
機
能
の
充
実

３
開
か
れ
た
議
会
運
営
の
推
進

①
議
会

現状
課題

合併後の最初の選挙に限り、旧市町ごとに選挙区を設置するとともに、定数特
例を適用し、法定数26に対し１増の27の定数となっている。



12

財政効果額
（単位：千円）

取組実績

集  中  改  革  プ  ラ  ン

内　　　容区分
ラ
ン
ク

改革プログラム名小中大
所管課

集中改革プランの取組実績

平成18～22年度の取組実績

前期の
達成度

 前期プランの内容・年度別計画に対して 
 ◎：達成  ○：概ね達成 △：一部達成×：未達成  □：計画変更 

目標 　学校適正規模に基づく再編の検討。

効果 　集団の活力、学校行事の活性化。

目標 　平成20年度の試行、平成21年度から本格実施

目標 　一部事務組合の広域再編。

効果 　共同運営による経費削減。

目標 　平成17年11月7日(合併時)７６２人⇒平成28年3月31日時５６０人

効果 　定員適正化。人件費の削減。

目標 　退職勧奨制度の見直し。

効果 　職員の適正な定数と年齢構成。人件費の削減。

目標 　臨時職員の適正配置。

効果 　職員数の抑制。人材の有効活用。地域協働の推進。

実施
内容

臨時職員、非常勤職員等の職務内容や業務量等について、常に見直しを行い適
正配置に努める。

実施
内容

職員の勧奨退職について、組織機構の見直しと併せ、退職手当組合の早期前退
職制度の導入等について検討を行う。

現状
課題

軽微な事務補助や専門的業種に、嘱託及び臨時職員を登録制により雇用してい
るが、人件費削減の観点からも計画的な雇用の必要がある。

実施
内容

定員適正化計画を策定し、推進するとともに、事務事業の見直しや合併に伴い
肥大化した組織を再編することにより職員削減に努め、定員管理の適正化を図
る。

現状
課題

退職勧奨制度については、人事の刷新と職員構成の改善を図り、市政の効率的
な運営を期することを目的に、「職員退職勧奨実施要綱」により運用している。
　今後、退職手当組合の早期前退職制度の活用を含めて検討する必要がある。

実施
内容

効率的な広域での運営を目指し、関係市町と新たな組織づくりについて検討を
行い、効果的な事業推進に取り組むとともに、施設の共同設置等について検討す
る。

現状
課題

市町合併により類似団体と比較して肥大化した職員数の適正化を図る必要があ
るとともに、厳しい財政状況に対応するため、人件費の抑制は避けて通れない課
題となっている。

効果
　職員の意識改革。説明責任の履行。効率的・効果的な事業推進。
　評価結果を政策に活用。市民への説明責任の確保。

現状
課題

介護保険事務やし尿処理・火葬、消防（坊津地域)は一部事務組合で広域的な
処理を行っている。今後、さらなる広域再編を検討し、関係市町と検討を進める
必要がある。

現状
課題

簡素で効率的かつ効果的で透明性の高い行財政運営と成果重視型の行政運営を
実践するため、本市総合振興計画と関連付ける行政評価制度の確立を図っていく
必要がある。

実施
内容

施策、事務事業について、その妥当性や成果を客観的な基準で判定し、結果を
数値等で市民等に公表するとともに、予算執行・計画策定・事務事業に反映させ
るための行政評価制度の構築を図る。

現状
課題

本市には、22の小学校及び8の中学校が設置されており、少子化の進行に伴
い、小規模校が数多く見られる。今後の児童・生徒数の動向を考慮し、学校再編
について検討する必要がある。

実施
内容

少子化による児童･生徒数の減少に伴い、市内小中学校の規模適正化について
調査・研究し、スク－ルバスの利用による統廃合など、学校再編の検討を行い推
進する。

○

◎

○

○

○

○

【H19～】・職員退職勧奨実施要綱を制定し退職勧奨を行なった。
　
【H22.3末】・県総合事務組合（旧退職手当組合）の早期前退職制度は廃止さ
             れた。
【H22】・「南さつま市職員退職勧奨実施要綱」を制定（H22.8.20）
       ・同要綱に基づき、退職勧奨申出希望の受付実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H22.8.20～H22.9.30）
　　　 ・ 勧奨による退職者数（再掲）
           H19：13人   H20：14人
           H21： 9人　 H22:  7人　　　計43人

【H18～】・登録制による公平な雇用、業務量に基づく適正配置に努めた。
【H22】・事務補助嘱託員・臨時職員の業務量調査を実施し、平成23年度雇用
         方法等を定めた。
（1）本庁  ア 事務補助嘱託員は、廃止
　　　　　 イ 臨時職員の予算要求額は、H22当初要求額の80％以内
（2）各支所ア 事務補助嘱託員は、廃止
　         イ 臨時職員は、原則廃止

－

－

(【H18】166,600)
【H19】 141,610
【H20】 266,560
【H21】 174,930
【H22】 158,270

【H18～】・職員定員適正化計画に基づき、退職勧奨の推進、採用抑制により
          職員減に努めた。
 （全体計画　合併時H17.11.7：762人⇒H28.3.31 560人　202人削減）
　※消防職員含む
 （H22.4.1計画：762人⇒  78人削減　684人
　　 　　 実績：762人⇒ 109人削減  653人　）
　H18：△20   H19：△17   H20：△32   H21：△21   H22：△19

【H19】・南薩地区消防組合、南薩地区衛生管理組合を再編・発足
       ・新たな火葬場建設に向け都市計画決定等の手続を行った。
【H20】・ごみ処理、し尿処理、学校給食センタ－に協議・検討した。
　　　　（学校給食センタ－については不調に終わった。）
【H21】・火葬場が完成し供用開始
       ・定住自立圏構想については、南薩市町村広域圏協議会において
　　　　 協議・検討することとした。
【H22】・南薩広域市町村圏協議会の解散→3月31日廃止
       ・新たな任意協議会の検討（指宿市と事前の協議）
       ・定住自立圏構想の調査・検討（研修会を開催した）
       ・南薩地域行政懇話会において開発期成会について協議

－

【H19～20】・「新しい学校づくり検討委員会」設置・開催
           ・庁内プロジェクトチ－ム会議の開催
           ・保護者説明会・意見交換会、アンケ－ト調査の実施
           ・教職員アンケ－ト調査の実施
【H20】・津貫中の加世田中への統合、坊津地区の小中一貫校の要望受領
【H21】・大笠地区小中学校再編準備委員会の設置・開催（5回)県外視察
       ・金峰地区小中学校再編検討協議会の設置・開催（2回）県外視察
       ・H22.4に津貫中の加世田中への統合
         坊津地区の小中一貫校「坊泊学園」開校することを決定
【H22】・坊津学園小中学校の開校、新生加世田中学校のスタート。
       ・金峰地区・大笠地区で地元主体による再編協議を進めている。

－

【H19】・実験運用の実施（各部2～3事業、13事業）
【H20】・試行運用の実施（各課2～3事業、40事業）
【H21】・本運用実施（各係1事業、33事業）
【H22】・115のイベントを担当課・作業部会・行革本部会議で検証、内21の
　　　　 イベント等について、外部によるあり方検討委員会で検証を実施し
　　　　 た。

小中学校の学校再編 A

A

27 広域行政の推進 B

26 行政評価制度の構築

B

28 定員適正化計画の策定・実施 A

退職勧奨制度の活用・
検討

29

臨時職員の配置定数
調整

30 B

教育総務課
学校教育課

秘書広報課

企画課

秘書広報課
総務課

総務課

秘書広報課
総務課

③
広
域
行
政
の
推
進

①
社
会
変
化
に
即
応
し
た
組
織
・
機
構
の

充
実

Ⅱ
社
会
情
勢
に
適
応
し
た
組
織
づ
く
り

２
定
員
管
理
及
び
給
与
の
適
正
化
等

①
定
員
管
理
の
適
正
化

１
行
政
ニ
ー

ズ
へ
の
迅
速
か
つ
的
確
な
対
応
を
可
能
と
す
る
組
織

25

②
行
政
評
価
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
の
効

果
的
活
用
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財政効果額
（単位：千円）

取組実績

集  中  改  革  プ  ラ  ン

内　　　容区分
ラ
ン
ク

改革プログラム名小中大
所管課

集中改革プランの取組実績

平成18～22年度の取組実績

前期の
達成度

 前期プランの内容・年度別計画に対して 
 ◎：達成  ○：概ね達成 △：一部達成×：未達成  □：計画変更 

目標 　職制に応じた給与体制の確立。諸手当の適正化。

効果 　人件費の削減。職員給与の適正化。財政健全化。

目標 　報酬等金額の適正化。

効果 　経費削減。

目標 　ホ－ムペ－ジや広報紙による、市民が理解しやすい情報の提供。

効果 　市民から理解の得られる定員・給与の適正化。透明性の向上。

目標 　公費負担の削減

効果 　市民から理解の得られる福利厚生事業。経費節減

実施
内容

　住民の理解が得られるよう、適正な事業を実施する。

実施
内容

定員・給与等の状況をホ－ムペ－ジや広報紙等に掲載し、市民が理解しやすい
情報の提供に努める。

現状
課題

人間ドック補助事業のみを実施している。今後、計画を作成し事業を実施して
いく場合は、職員互助会の事業内容や掛金と公費負担の割合等について、市民の
理解が得られるものとなるよう検討する必要がある。

実施
内容

常勤・非常勤特別職の報酬等については、総点検を行い、財政状況等を考慮し
たうえで、県内他市との均衡を図りつつ、実情に応じた支給水準の適正化に努め
る。

現状
課題

広報紙により、定員及び給与の状況について公表を行っている。情報の内容に
ついて類似団体との数値比較など、市民にわかりやすい情報の提供に努める必要
がある。

実施
内容

国・県に準拠した制度及び運用を基本に能力や実績を重視する給与体系への見
直しを行うとともに、近隣及び類似団体との均衡を図る。各種手当についても他
市の状況と比較検討し、妥当性について検討する。

現状
課題

　常勤・非常勤特別職の報酬等については、報酬審議会において決定している。
今後、財政状況等を考慮したうえで、県内他市との均衡を図りつつ、実情に応

じた支給水準の適正化に努める必要がある。

現状
課題

合併後の大きな課題である職員の給与調整については、技能労務職給料表の取
扱いについて検討を進める必要がある。また、勤務実績の給与への反映を行うた
め、人事評価システムの構築を図る必要がある。

なお、職員手当については、市町村合併時に概ね国家公務員に準じた改正を
行ったが、特殊勤務手当、持ち家に係る住居手当等については、今後見直しを図
る必要がある。

○

◎

◎

△

【合併時～】・人間ドック以外の助成はしていない。
【H19.4月～】・人間ドックの助成を個人負担の半額助成から定額とした。
（1日ドック：9,000円、2日ドック：12,000円、脳ドック：7,000円）
             ・本人の負担額
（1日ドック：13,000円以上、2日ドック：23,225円以上、
　脳ドック：11,000円以上※病院によって検査料金が異なる。）
             ・職場健診の実施

【H19】   　402

【毎年】・人事行政の運営等の公表：市報9月号
        ・職員の給与・定員管理等の公表：市報3月号
【H22】・市民等からの問合せ対応（随時）

－

【合併時H17.11～】・3役給料の減額
                    （市長・副市長・教育長3％減額）
                  ・特別職報酬審議会の答申に基づき据え置き
【H19.7～】・3役給料の減額の抑制率引上げ
                    （市長：10％・副市長：7％、教育長：5％）
【H21.4～】・3役給料の減額の抑制率引上げ
                   （市長：13％、副市長：10％、教育長：8％）
【H22.2～】・3役給料の減額の抑制率引上げ
　          市  長 835,000円→20％減額 月額668,000円 (△167,000円)
　          副市長 660,000円→15％減額 月額561,000円 (△ 99,000円)
            教育長 613,000円→10％減額 月額551,700円 (△ 61,300円)

【H19】   2,108
【H20】   2,479
【H21】   3,419
【H22】   3,928

【H19】・期末手当の県人事委員会勧告に準じた改正　0.05月減額
【H20】・期末手当の減額の継続
【H21,4～】・給料の2％を減額（効果：46,777千円）
           ・管理職手当の10％減額（効果：2,64１千円）
           ・期末・勤勉手当の人事院及び県人事委員会勧告に準じた改正
　（6月期：暫定的に0.175月分、12月期：0.125月分減額）
           ・特殊勤務手当、持ち家住居手当の見直しについて検討
【H22】・人事院勧告に準じ給与を改正
       ・技能労務職給料表の統一に向け、職員組合（現業評議会）と協議を
         行い、H23年度から給料表を統一ことで合意（H23.4.1施行）
       ・給料の特例減額の継続（一律2％及び管理職手当の10％減額）

【H19】 －
【H20】 －
【H21】  49,418
【H22】　48,045

32 報酬等の適正化

B

B

給与・手当等の適正化31

福利厚生事業

33
定員・給与等の状況の
公表

B

B

総務課

総務課

総務課

総務課

Ⅱ
社
会
情
勢
に
適
応
し
た
組
織
づ
く
り

２
定
員
管
理
及
び
給
与
の
適
正
化
等

②
給
与
の
適
正
化

③
定
員
・
給
与
の
状
況
の
公
表

④
福
利
厚
生
事
業

34
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財政効果額
（単位：千円）

取組実績

集  中  改  革  プ  ラ  ン

内　　　容区分
ラ
ン
ク

改革プログラム名小中大
所管課

集中改革プランの取組実績

平成18～22年度の取組実績

前期の
達成度

 前期プランの内容・年度別計画に対して 
 ◎：達成  ○：概ね達成 △：一部達成×：未達成  □：計画変更 

目標 　人事異動方針の策定・実施。

効果 　職員の活性化。新市一体化の促進。

目標 　勤務実績、目標達成度を反映した人事評価システムの構築。

目標 　人材育成基本方針の策定及び実施。

効果 　職員の能力開発・勤務意欲の喚起。多様な人材の育成確保。

目標 　職員提案制度の導入。

効果 　職員の意欲的な提案による、やる気の醸成、活性化。

効果 　自主財源の確保。全面的見直しの定期的実施。

目標 　用途廃止財産の処分・有効活用。

効果 　自主財源の確保・増収。財産管理経費の縮減。

【H19～】・人事評価制度、人事評価実施要綱案の検討 － ×

　職員の勤務意欲の向上。人事評価における客観性・公平性・透明性の向上。

人事評価システムの
検討・導入

B

効果

現状
課題

用途廃止された公共用地等の未利用地は、財産の有効活用が不十分であり、管
理面でも不必要な経費が生じており、対策を検討する必要がある。

実施
内容

未活用の市有財産について、今後の活用策を検討し、不要なものは売却して財
源化を図る。また、施設の統廃合により生じる余剰施設についても、施設の貸付
や売却を検討する。

実施
内容

　受益者負担の公平化。

目標
行政サ－ビスの対価として徴収する公共施設の使用料や行政手続きの手数料等

について、受益者負担の観点から定期的に見直しを行い適正化を図る。

実施
内容

職員提案制度を導入し、自ら提案した事業まで担うことができる庁内ベンチャ
－制度について手法も含めて検討する。

現状
課題

各種の使用料・手数料については、社会通念や受益者負担の原則に基づいた見
直しや運用、統一的な減免基準を設定する必要がある。

実施
内容

人材育成の目的、方策等を明確にした人材育成に関する基本方針を策定し、実
施する。

現状
課題

厳しい社会情勢のなか、多種多様な行政需要に対応し、かつ市民サ－ビスの質
の向上が求められており、職員の資質向上を図る必要がある。

実施
内容

職員個人の勤務実績や職務遂行能力等を客観的かつ公正に判断できる透明性の
高い人事評価システムの導入を図る。

現状
課題

厳しい社会情勢の中、多種多様な行政需要に対応し、かつ市民サ－ビスの質の
向上が求められており、職員の資質向上を図る必要がある。

実施
内容

人材育成の観点から、計画的にジョブロ－テ－ション（定期的な異動）の実施
や適材適所の人事配置など、効率的な人事異動を実施する。

現状
課題

職員一人ひとりの職務能力を高め、その能力を最大限に発揮して質の高い行政
サ－ビスを提供していくため、能力・業績を適切に反映する人事管理制度を構築
する必要がある。

現状
課題

新市における人事異動については、平成18年4月1日に旧市町及び職員の一体化
を図る観点から２４０人に及ぶ人事異動を行っている。今後、具体的な組織・機
構の見直し等を踏まえ、計画的なジョブロ－テ－ション（定期的な異動）及び適
材適所の人事配置に努める必要がある。

○

○

○

×

◎

【H19】・財産区分別貸付地、未利用地調査票作成
       ・各支所空部屋調査、有効活用アンケ－ト実施
       ・処分　　普通財産　建物　122.37㎡ 土地 1222㎡
　　　   　　　　法定外　土地 156㎡
       ・貸付　　土地　77236.51㎡(内新規　250㎡)
【H20】・処分　　普通財産　建物　122.37㎡ 土地 24288.31㎡
　　　   　　　　法定外　土地 34.68㎡
       ・貸付　　土地　75755.85㎡(内新規　37.5㎡)
【H21】・処分　　普通財産　建物3棟　延べ1036㎡　土地6184㎡
【H22】・保有地処分　　　 旧市営住宅跡地売却
       ・財産評価基準
　       土地・・・事業財産、インフラ財産に分類し算出するため評価方法
                   を整備
         建物・・・取得価格の判っているもの、不明なものに分類し評価
                   方法を整理中
       ・処分　普通財産土地　743.39㎡　14,100千円
                                     （住宅跡地2区画売却含む）
　　　　　法定外公共物　257.83㎡　　2,317千円
       ・貸付　土地　76,858.27㎡　13,204千円

【H19】　18,103
【H20】　25,169
【H21】　28,947
【H22】　29,621

【H19】・人材育成基本方針策定の作業部会設置
【H20】・6月に人材育成基本方針を策定し、市独自研修を実施した。
       （7月～8月）
【H21】・人材育成基本方針に基づき、市独自研修を実施した。
（7月～8月）
【H22】・基本研修（新採、職種転換、一般職員、主査、係長級、課長級等研
         修）の実施
       ・特別研修（コーチング研修、わがまちの財政研修等）の実施
       ・職員派遣研修（県庁、民間企業）の実施

－

【H19～】・先進事例の調査、実施要綱案の検討
         ・H22～実施予定
【H22】・職員提案規程を制定
       ・特別提案「ゼロ予算事業」を募集、50件の応募

－

・各公共施設コスト調査
・見直し方針検討

－

【H19】・1月に人事ヒヤリングを実施し4月1日付けで217名の異動を行った。
【H20】・6月に人材育成基本方針を作成し、その方針に基づき異動を行った。
【H21】・人材育成基本方針に基づき異動を行った。

－

B

A

職員提案制度の推進

A

B

人材育成基本方針の
策定・実施

使用料・手数料の見直し39

市有財産の活用・処分

B
人事異動方針の策定・
実施

総務課

総務課

総務課

秘書広報課
総務課

財産管理室

財産管理室

35

40

37

38

36
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財政効果額
（単位：千円）

取組実績

集  中  改  革  プ  ラ  ン

内　　　容区分
ラ
ン
ク

改革プログラム名小中大
所管課

集中改革プランの取組実績

平成18～22年度の取組実績

前期の
達成度

 前期プランの内容・年度別計画に対して 
 ◎：達成  ○：概ね達成 △：一部達成×：未達成  □：計画変更 

目標 　有料広告の導入。新たな財源の確保。

効果 　自主財源の確保。行政財産の有効活用。

効果 　自主財源の確保。税負担の公平化、合理化。

【H19】　 1,164
【H20】　 　749
【H21】　 　890
【H22】   1,044

○ こども応援室A
【H19～】・保育料徴収マニュアルを作成し、収納対策を実施した。
【H22】・滞納者と納入相談等を行うとともに、子ども手当支給等に併せて
         納入を行っている。

【H19】　－
【H20】　－
【H21】　－

○
教育総務課
学校教育課

A

【H19～】・収納対策会議開催
         ・滞納者の現況調査
         ・電話・訪問催告、徴収
         ・催告書の送付
         ・納付相談実施

【H19】 　3,983
【H20】 　1,639
【H21】 　2,640
【H22】  －

○ 水道課A
【H19～】・給水停止処分の実施による滞納対策強化
　　　　 ・督促状、催告通知、給水停止予告通知の送付
         ・長期滞納者等戸別訪問による収納対策実施

地方交付税や市税収入が減少するなか、新たな財源を求めていく必要がある。
新たな財源として、市有財産や情報提供媒体における広告について検討する必要
がある。

実施
内容

【H19】　38,729
【H20】  57,151
【H21】  40,806
【H22】  38,374

○ 税務課

【H19～】・収納体制の確立・強化
　　       徴収強化月間実施
　       　税徴収嘱託員の設置（2名）（22.4.1付け）
　       　国民健康保険証の交付対策
         （滞納者への短期証、資格者証）
         ・口座振替の推進（市報等への掲載）
         ・納税意識の高揚（市報等への掲載）
         ・滞納処分の強化
　　        市県民税の共同催告
　　        滞納者の実態把握（預貯金調査）
　　        債権・不動産の差押の実施
         ・徴収率の目標設定
　       ・23年5月末現在　107名完納、7,499,490円を収納済
　      　 滞納者の実態把握（預貯金、給与等調査）　3,025件実施済

目標
　平成19年度の目標値を設定する。
　【現年課税分収納率 市民税99.04％、国保税97.00％、介護保険料99.85％】

現状
課題

自主財源の確保と市民負担の公平性の観点から、税・保険料・各種使用料・奨
学金返済等の収納率の向上、滞納解消を図る必要がある。

実施
内容

　口座振替の推進や滞納整理の強化を図るなど、収納対策の充実を図る。

ホ－ムペ－ジや広報紙、公用封筒、公用バス等への有料広告掲載や公共施設等
への命名権導入など検討し、新たな財源の確保を図る。

現状
課題

○

○

【H19】・要綱、基準等の制定
       ・審査委員会の設置
【H20】・封筒広告掲載（4社）
【H21】・封筒広告掲載（1社）
       ・命名権導入の検討
【H22】・命名権の導入
       ・ネーミングライツ導入に関する基本方針策定
　　　 ・ネーミングライツスポンサー応募資格基準の策定
　　　 ・ネーミングライツ募集要項策定
       ・公用封筒　長形3号　1社　60千円

【H19】・2月からホ－ムペ－ジへの有料広告の掲載（6社）
【H20】・市報広告掲載（延べ70社）
       ・ホ－ムペ－ジ広告掲載（7社）
【H21】・市報広告掲載（延べ74社）
       ・ホ－ムペ－ジ広告掲載（11社）
       ・ホ－ムペ－ジ広告掲載（7社）
【H22】・市報広告掲載（延べ64社）
       ・ホ－ムペ－ジ広告掲載（6社）

【H19】 　 　96
【H20】 　2,037
【H21】 　1,746
【H22】   1,404

新たな財源の確保
(広告収入の検討)

A

42

（広報紙、ホームページへの
広告掲載）

収納対策の充実
（地方税）

Ａ

A

収納対策の強化
（水道）

収納対策の実施
（奨学金）

収納対策の充実
（保育料等）

収納対策の充実

41

企画課
財産管理室

財産管理室
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財政効果額
（単位：千円）

取組実績

集  中  改  革  プ  ラ  ン

内　　　容区分
ラ
ン
ク

改革プログラム名小中大
所管課

集中改革プランの取組実績

平成18～22年度の取組実績

前期の
達成度

 前期プランの内容・年度別計画に対して 
 ◎：達成  ○：概ね達成 △：一部達成×：未達成  □：計画変更 

目標 　平成18年度に財政健全化計画を策定し、計画を推進する。

効果 　経費削減。安定的で持続可能な財政基盤の確立。

目標 　枠配分方式の平成20年度の試行、平成21年度から本格実施。

効果 　効果的な事業への転換。施策の重点化。効率的な財政運営。

目標 　バランスシ－トの作成・公表。

効果 　市町合併後の新市の資産・財源の状況把握。健全で効率的な財政運営。

目標 　全庁的経費節減マニュアルの作成

効果 　経費の節減。職員のコスト見直しの意識醸成。

目標 　補助金等の交付基準の策定。

効果 　補助金・負担金等の適正化。経費節減。

現状
課題

事業補助及び団体運営補助金等は、合併に伴い調整が図られているが、社会情
勢の変化、行政需要の複雑多様化の中で、より一層の見直しが必要である。

実施
内容

全ての補助金等を新規事業として位置づけ、目的・効果・役割等を検証し、補
助金等の交付基準を策定し、統合・整理等を行うことにより補助金等の適正化を
図る。

現状
課題

昼食時の消灯や紙の両面印刷・コピ－による節減を実施しているが、長時間未
使用のパソコンの電源を切るなどの更なる経費節減への取り組みが必要である。

実施
内容

節電や紙の両面印刷・コピ－などによる経費節減マニュアルを策定し、それを
基に全ての部署を単位とした省資源・省エネルギ－推進活動を実施する。

現状
課題

厳しい財政状況なかで、市町合併後の負債・資産の把握のためにバランスシ－
トを作成する必要がある。

実施
内容

資産の状況やこの資産形成の財源である負債、正味資産の状況等を把握するこ
とを目的として、減価償却等の企業会計手法を用いたバランスシ－トを作成し、
住民の視点に立った公表を行う。

現状
課題

担当課における事務事業の自主的な見直し、重点化等を進めるため、予算編成
手法に工夫を取り入れていく必要がある。

実施
内容

限られた財源を有効かつ効率的な運用を図るため、行政評価を活用した施策ご
との枠配分方式予算の導入を検討する。

現状
課題

厳しい財政状況に対応するため、中長期的な財政健全化計画を策定し、市民へ
公表を行う必要がある。

実施
内容

財政状況の分析を踏まえ、財政健全化計画の策定により、歳出全般の効率化と
財源の配分の重点化を図り、財政構造の改善・弾力化に努めるとともに、住民の
視点に立ったわかりやすい公表を行う。

◎

◎

○

○

○

－

【H19】・経費節減対策マニュアルを作成（H20.3月）
       （光熱水費・通信運搬・物品使用・物品購入・公用車使用等）
【H20～】・経費節減対策マニュアルを全庁に示し、節電・コピー使用等経費
           節減に取組んだ。
【H22】・経費節減対策マニュアルに基づき経費節減を推進

－

【H19】・各課所管の補助金等の点検・評価調査
       ・各課ヒヤリング実施
       ・「補助金等の交付基準」を作成し、基準に沿ってH20年度当初予算
         編成に見直しを反映
【H20】・H21年度当初予算編成において、「補助金等の交付基準」に沿って
         昨年度積残分について見直しを行った。
【H21】・H22年度当初予算編成において、「補助金等の交付基準」に沿って
         昨年度積残分について見直しを行った。
【H22】・イベント見直しについては、結論の出たものから、平成23年度当初
         予算に反映させるとともに、その他の補助金等については、従来の
　　　　 基準で引き続き見直しを行い、当初予算に計上した。

【H20】　26,839
【H21】　65,887

【H19】・H18年度分を12月議会に公表
【H20】・H19年度分を12月議会に公表
【H21】・H20年度分を3月議会に公表
【H22】・平成21年度の決算を連結で作成し、12月議会に報告した。
       ・平成23年2月にホームページに掲載した。

－

【H19】・財政健全化計画を作成し、市報7月号に掲載し公表した。
       ・計画に基づく施策の推進
【H20】・財政推計と計画見直しを行った。
【H21】・H22.3月議会に進捗状況及び数値目標の達成状況について公表した。
【H22】・平成21年度決算を踏まえ、9月から今後5年間の財政推計と健全化
         計画を策定し、12月議会で公表した。
       ・平成23年3月号の市報に掲載し、市民への周知を図った。

－

【H19～】・行政評価と連動した枠配分方式の導入について検討
【H22】・枠配分方式導入についてはその有効性が確認できないため、導入を
         見送る方向で一定の区切りをつけた。
       ・今後は情報等を随時収集し、枠配分方式にとらわれずに、予算編成
         のあり方については改善を図っていく。

B

43 財政健全化計画の策定・公表 A

44

45
バランスシ－トの
作成・公表

予算編成の枠配分方式の導入
検討

47 補助金等の見直し・統合 A

46
全庁的経費節減計画の
推進

A

B 財政課

財政課

総務課

財政課

財政課

Ⅲ
安
定
的
で
持
続
可
能
な
行
財
政
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の
確
立
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財政効果額
（単位：千円）

取組実績

集  中  改  革  プ  ラ  ン

内　　　容区分
ラ
ン
ク

改革プログラム名小中大
所管課

集中改革プランの取組実績

平成18～22年度の取組実績

前期の
達成度

 前期プランの内容・年度別計画に対して 
 ◎：達成  ○：概ね達成 △：一部達成×：未達成  □：計画変更 

目標 　公共工事の適切な管理とコスト縮減及びライフサイクルコストの低減。

効果 　経費削減。

目標 　入札・契約制度の見直しによる透明性の向上。

効果 　業務の効率化。公平性・公正性の確保。透明性の向上。

目標 　職員の資質向上。市民サ－ビスの向上。

目標 　市民満足度調査に基づく、市民の利用しやすい窓口への再編。

効果 　市民満足度の向上。

目標 　公共施設の有効活用。

効果 　市民満足度の向上。経費削減。市有財産の利活用。

実施
内容

施設の設置目的、運営体制、運営コスト、利用状況等を分析するとともに、施
設の有効活用を推進し、市民満足度の向上及び経費の削減等を図る。

実施
内容

窓口における市民の利便性や満足度を高めるため、職員の接遇能力の向上や事
務手続き等の簡素効率化を推進するとともに、より一層の窓口サ－ビスに係る業
務体制の充実を図る。

現状
課題

市町合併により、３３７施設を有しており、指定管理者制度等の導入も図られ
ているが、類似施設や利用状況の低い施設もあるため、施設の現状を把握すると
ともに有効活用を図る必要がある。

効果
市民の意向や要望を適宜把握し、分析することにより、事務事業を見直し新た

な施策の展開が図られる。

現状
課題

各課の窓口業務において、市民の視点に立った質の高いサ－ビスを提供し、市
民満足度の向上を図る必要がある。

現状
課題

実施
内容

市民満足度を視野に入れた行政運営を展開するため市民満足度調査を実施する
必要がある。

市民の意向やニ－ズを把握するため市民満足度調査を実施し、分析することに
より、今後の効率的・効果的な市政運営の参考とする。

現状
課題

公共工事等の入札及び契約の適正化を一層推進し、公平性・公正性を追及する
中で、適正な競争の確保を図る必要がある。

実施
内容

入札・契約制度の透明性の向上を図るため、公共工事の発注計画・契約結果公
表を推進し、入札制度の見直しを行う。

現状
課題

公共工事のコスト縮減を図るためには工事担当課のみならず関連する課も含
め、市が一体となって取り組む必要がある。一方、市レベルでは取組みが不可能
な施策もあることから、それらは国・県の成果を待って対応する必要がある。

実施
内容

国の「公共工事コスト縮減対策に関する行動指針」及び県の「公共工事コスト
縮減対策に関する新行動計画」を参考に、本市の実情に沿った行動計画を策定
し、コスト縮減に努める。

○

○

○

○

△－

【H19】・本庁・支所・各施設で接遇アンケ－ト実施（.3～4月）
       ・調査結果を市報・ホ－ムペ－ジで公表
【H20】・本庁・支所・各施設で接遇アンケ－ト実施（5～6月）
       ・調査結果を市報・ホ－ムペ－ジで公表
【H22】・庁舎案内板の改修（3月）後のある程度期間経過後,平成23年度中に
       実施することとした。

－

【合併時～】・公共施設及び各支所の空き部屋の有効利用実態調査実施
            ・ご意見箱設置による市民からの意見、提案集約
【H20】・公共施設利用実態調査検討
【H21】・各支所利活用調査実施
        ≪これまでの施設の活用状況≫
       ○大浦支所
　       笠沙高校思い出館開設（H18.6～）
　       農地整備課地籍調査係を本庁から移転（H19.4～）
　       地域包括支援室を市民センターから保健センター内に移転
                                                  （H20.5～）
       ○笠沙支所
　       市民ギャラリーを設置（H20.10 ～）
       ○金峰支所
　       農業委員会を本庁から移転（H21,4～)
【H22】○事務室移転実施
       ・農政部門（農林水産・農地整備課）を本庁から金峰支所へ移転
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H22.4～）
       ・坊津支所教育総務課を高太郎公園から輝津館へ移転 （H22.4～）
 　　　・福祉部門(福祉課）をふれあいかせだから本庁へ移転（H22.8～）

－

【H18～】・接遇改善研修を実施
【H19～】・市民満足度調査の結果を全職員に周知し、改善策を推進し市民
           サ－ビス向上に努めた。
         ・職員交代制によるフロアマネ－ジャ－を設置し、窓口案内を実施
          （H20.3.21～）
【H20～】・窓口業務マニュアルを作成し、窓口対応の充実を図った。
【H21～】・グループ制を導入し、窓口対応の充実を図った。
【H22】5月・駐車場の確保（職員は多目的広場に駐車）
       8月・本庁の課配置替え
　　　    ・観光交流課、商工政策課を２階へ
　　　　  ・市民生活課、税務課の係配置替え
　　　　  ・福祉課、子ども応援室を本庁舎に移転
　　　　  ・健康推進係を１階へ移転
      10月・ﾛｰカウンターの設置
          ・障害者・高齢者・妊婦用駐車スペース確保及びスロープ設置
          ・正面玄関の前面オープン自動ドアへ取替え
          ・洋式トイレの設置
       3月・庁舎案内板の改修

－

【H19】・「公共工事コスト縮減に関する行動計画」策定のための先進地
         調査・検証
【H20】・「公共工事コスト縮減に関する行動計画」を策定
【H21】・「公共工事コスト縮減に関する行動計画」に基づき可能なものから
         取組んだ。
【H22】・公共工事コスト縮減のための具体施策に基づき設計等に取組んだ。

－

【合併時～）・入札結果等については、閲覧方式により公表
【H19】・先進地調査・検証
       ・入札契約等適正化検討委員会幹事会の開催
【H20】・「工事検査規程」及び「工事成績評定要領」に向け一部試行実施
【H21】・「工事検査規程」及び「工事成績評定要領」に向け一部試行継続
       ・最低制限価格制度の見直し（H22.2～実施）
【H22】・工事成績評定制度導入については、平成23年4月より制度の検証とし
　　　  て、土木、建築又は設備等で導入した。他の計画については、検討中
　　　　である。

51 窓口業務の見直し B

52 公共施設の有効活用 B

50 市民満足度調査の実施 B

48 公共工事のコスト縮減 A

49 入札制度の見直し B

財産管理室

財政課

秘書広報課

秘書広報課

建設整備課
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財政効果額
（単位：千円）

取組実績

集  中  改  革  プ  ラ  ン

内　　　容区分
ラ
ン
ク

改革プログラム名小中大
所管課

集中改革プランの取組実績

平成18～22年度の取組実績

前期の
達成度

 前期プランの内容・年度別計画に対して 
 ◎：達成  ○：概ね達成 △：一部達成×：未達成  □：計画変更 

目標 　地域情報化計画の策定。計画の推進。

効果 　情報の共有化・高度利用。

目標 　電子決裁システムの導入。文書管理システムの導入。

効果 　行政事務の簡素化・効率化。意思決定の迅速化。文書情報の有効活用。

目標 　文書管理システムの導入。

効果 　情報公開への迅速な対応。効率的な文書管理。

目標 　ＩＣＴの便益を最大限に活用し、利便性の高いサ－ビスの実現。

効果 　市民の利便性の向上。

目標 　電子申請共同運営システムの導入による電子自治体の構築。

効果 　市民の利便性の向上。

目標 　電子入札や電子調達の導入。

効果 　透明性の向上。経費節減。

実施
内容

入札の時間短縮や効率化を図るため、インタ－ネットを活用した電子入札や物
品等の電子調達について導入を検討する。

実施
内容

電子申請共同運営システムを活用を促進するとともに、市民からの行政手続き
をインタ－ネットを通じて可能にする電子決済や電子マネ－について検討を進め
る。

現状
課題

公共工事等の入札及び契約に際しては、一層の透明性の確保と事務執行の効率
性を図る必要がある。

実施
内容

行政手続きのオンライン化を推進することにより、来庁することなく、どこか
らでもインタ－ネットによる行政サ－ビスが受けられるような仕組みを検討す
る。

現状
課題

鹿児島県及び県内市町村が共同で運営している「鹿児島県電子申請共同運営シ
ステム」を平成18年度に導入し、住民票の写し等や各種税証明・保健・福祉など
の各種手続の申請ができる状況にある。

実施
内容

行政情報を適正に管理するため、文書管理システムを導入し、情報公開への迅
速な対応や効率的な文書管理を行う。

現状
課題

スポ－ツ施設の利用状況は、ホ－ムペ－ジを通じて照会することができる状況
にある。
今後、ホ－ムペ－ジを活用したより高度な行政サ－ビスを提供していく必要があ
る。

実施
内容

行政事務の簡素化、効率化、ペ－パ－レス化の推進を目的に電子決裁システ
ム・文書管理システムの導入を検討する。

現状
課題

新市発足後、17年度は旧市町の例により文書管理を行い、18年度から紙ファイ
ル方式により、文書管理は行われている。パソコンの配備を踏まえ、今後の文書
管理システムを検討する必要がある。

実施
内容

情報化の基本目標や方向・方針及び実現に向けた具体策を示し、市民・企業・
行政が協働で地域の情報化を推進するため地域情報化計画を策定し、計画を推進
する。

現状
課題

現在、紙ベ－スでの決裁システムを導入しており、電子決裁システムの導入を
検討するとともに、国・県・市町村間の文書、市民からの申請等も紙から電子デ
－タへと移行しつつあり、文書管理システムの導入を検討する必要がある。

現状
課題

市民・企業・行政が協働で高度情報化の推進を図るため、地域情報化計画を策
定する必要がある。

○

○

○

◎

×

×

【H19】・市内建設工事関係者及び測量コンサルタントへのアンケ－ト調査
       ・電子入札運用規約の検討
【H20】・契約管理システム導入（H21.3）
【H21】・電子入札運用規約の制定（H21.4）
　      （市内建設工事関係を実施、順次拡大検討）
       ・受注者の説明会及び電子入札模擬実施
　      （市内建設工事関係者）
       ・試行実施（12～3月）
【H22】・引き続き工種の拡大の検討及び閲覧資料の電子化・電子納品の検討
         中である。

－

【H20】・県と県内市町村が共同で開発運営している鹿児島e-申請で申請件数
         の多い手続きを推奨手続としての位置付けを行った。
　       ①給与支払報告にかかる給与所得者異動届
　       ②特別徴収にかかる給与異動者届
　       ③汎用様式での申請
　       ④職員採用試験申込
【H21】・電子申請システムの広報周知
       ・住民税特徴申請様式等の電子申請利活用
       ≪H22,3末現在で運営システムで手続可能な申請等≫
       　住民票の写しの交付請求など97手続
【H22】・県電子自治体推進協議会で、協議検討を行い運用を行っているとこ
         ろであるが、重点的な取組として簡易申請の積極的な活用や届出完
         結型の手続の利用促進を行った。

－

【H19】・先進地事例の調査・検討
       ・インタ－ネットバンキング等は、利用者の修正経費が莫大になるこ
         とから手法等を再検討することとした。
       ・携帯電話からも図書の貸出し予約ができるようにした。
       ・入札参加資格申請システムを構築した。
【H20】・eL－taxを導入し、地方税の申告ができるようにした。
【H21】・電子納付について調査・検討
         ≪H22.3末現在のＨＰから入手できる申請書等≫
　       公営住宅等入居申込など　17の書類
【H22】・国の政策の転換により、行政手続の電子化は費用効果を勘案しての
         見当となったことから、システムの構築が困難となった

－

【H19～】・文書管理システム導入についての調査・研究
【H21】・文書管理システム導入については、公文書等の管理に関する法律が
         制定されたことから（H23.6.30までに施行）、国の公文書管理の方
         法等と均衡を図るため、現行の市公文書管理のあり方について、国
         の文書管理の具体的な方法等を見極めつつ、検討することとした。
【H22】・公文書等の管理に関する法律が未施行のため、取組なし。

－

【H19～】・導入についての調査・研究
【H21】・電子決裁等の導入については、文書管理システムの導入と関連があ
         ることから、公文書管理のあり方と併せて検討を行うこととした。
【H22】・公文書等の管理に関する法律が未施行のため、取組なし。

－

【H19】・地域情報化計画及び地域情報化実施計画策定のための先進地調査
         研究
【H20】・南さつま市地域情報化計画及び地域情報化実施計画策定
        （H20.3)
       ・魅力あるホ－ムペ－ジの構築
【H21】・国等の補助事業を検討したが投資効果のある事業を見出すことは
         できなかった。
       ・魅力あるホ－ムペ－ジ構築のため全面改正を行なった。
【H22】・庁舎間及び小中学校等を通信事業社の光回線を借受けての情報伝達
         を行っているが、国の補助等を活用しての光回線の構築を検討して
         いるが、国において「光の道構想」が出されたことで、今後の展開
         を検討中である。

－

57 電子申請システムの導入 B

58 電子入札の導入検討 B

54 電子決裁等の導入検討 B

ホ－ムペ－ジを活用した行政
手続きの簡素化

56 B

文書管理システムの導入55 B

53
地域情報化計画の
策定・推進

B

Ⅲ
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な
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３
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体
の
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②
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

企画課
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総務課

総務課

企画課

企画課
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